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栃
木
県
税
事
務
所

　

撒
０
２
８
２（
23
）３
４
１
４

　

８
月
は
、
平
成
28
年
中
に
個
人
で

事
業
を
営
ま
れ
て
い
た
方
に
、
個
人

事
業
税
が
課
税
さ
れ
ま
す
。

　

納
め
る
額
は
、
原
則
と
し
て
所
得

金
額
か
ら
２
９
０
万
円
を
引
い
た
額

に
次
の
税
率
を
乗
じ
た
金
額
と
な
り

ま
す
。

　

一
期
分
の
納
期
限
は　

８
月
31
日

（
木
）で
す
の
で
、
最
寄
り
の
金
融
機

関
等
で
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。

　

二
期
分
の
納
付
書
は
、
11
月
上
旬

に
発
送
と
な
り
ま
す
。

　

口
座
振
替
に
よ
る
納
税
を
希
望
さ

れ
る
方
は
、
今
年
度
の
二
期
分
（
11

月
）
か
ら
御
利
用
に
な
れ
ま
す
の
で
、

お
取
引
先
の
金
融
機
関
で
手
続
き
を

お
願
い
し
ま
す
。

栃
木
県
税
事
務
所

　

撒
０
２
８
２（
23
）３
４
１
３

　

平
成
28
年
中
に
家
屋
を
新
築
、
増

築
お
よ
び
改
築
に
よ
り
取
得
さ
れ
た

方
に
対
し
、
７
月
に
不
動
産
取
得
税

が
課
税
さ
れ
ま
す
。

　

納
税
通
知
書
が
お
手
元
に
送
付
さ

れ
た
方
は
、
納
期
限
７
月
31
日（
月
）

ま
で
に
、
最
寄
り
の
金
融
機
関
ま
た

は
県
税
事
務
所
窓
口
に
て
納
税
し
て

く
だ
さ
い
。

住
民
課　
　

撒
（
57
）
４
１
２
６

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
（
個
人
番

号
カ
ー
ド
）
の
お
渡
し
は
、
役
場
開

庁
時
間
内
で
す
が
、
平
日
来
庁
が
困

難
な
方
の
た
め
に
、
次
の
日
時
に
交

付
業
務
を
行
い
ま
す
。

７
月
30
日（
日
）９
時
〜
12
時

住
民
課

　

カ
ー
ド
交
付
の
案
内
ハ
ガ
キ
・
通

　

知
カ
ー
ド
・
本
人
確
認
書
類
（
運

　

転
免
許
証
等
）・
印
鑑
登
録
証
（
赤

　

い
手
帳
も
し
く
は
磁
気
カ
ー
ド
）

　

・
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
（
お
持
ち
の
方
）

税
務
課
撒（
57
）４
１
２
４

７月～８月は市町村税徴収強化月間です


